
大石田町　橋梁長寿命化修繕計画

  町道豊田岩ケ袋線「すいか橋」

令和 6 年 3 月

  令和5年度

山 形 県 大 石 田 町 建 設 課



１．長寿命化修繕計画の背景・目的

　（大石田町の現況）

【大石田町の地勢】

　大石田町は山形県の中心部よりやや北東に位置しており、明治22年4月の町村制施行により大石田村ができた明治30年1月

　の町制施行により大石田町となり、昭和30年1月に亀井村、横山村が合併して現在に至ります。

　地形としては、三方（東部の奥羽山脈、西部の出羽山脈、北部の猿羽根峠）を山地に囲まれた（尾花沢盆地）となって

　おり、土地の約50%は山林が占めています。また、町域の中部には最上川が流れ、豊かな自然に恵まれた町となっています。

【大石田町の気候】

　典型的な盆地気候であり、一日のうちの寒暖差が大きい地域です。冬季の降雪量が多く、特に降雪に関しては国内有数

　の豪雪地域に数えられます。最上川を吹き抜ける北西の季節風が奥羽山脈にぶつかり、その西側で多く降雪するためで、

　平野部でも降雪は2mを超えます。

【大石田町の人口】

　町の人口は、令和5年11月時点で約6,100人であり、ここ数年漸減の状況が続いています。また、高齢者人口割合が40%と高

　く、山形市まで約40kmと国道や自動車専用道路、山形新幹線の整備により圏域の拡大が図られています。

　大きな河川に架かる橋梁や鉄道（新幹線）をアンダーパスする道路に架かる橋梁もあり、町民の生活や道路ネットワーク

　の構築にとって。橋は重要な役割を担っています。

　（背景）

　〇大石田町が管理する橋梁31橋のうち、建設年次が判明している21橋を対象とした場合、高齢化橋梁といわれる橋令50年を超える

　　 橋梁は、現在4橋(19%)であるが、10年後には19橋(90%)となり、高齢化が急速に進むことになります。

　〇この現状に対して、大石田町としては、平成24年度及び平成30年度に「橋梁長寿命化修繕計画」を策定して、適切な維持管理を行

　　 うことにより耐用年数を延長し、維持管理費用の縮減を図ってきました。
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〇令和元年度（2019)から令和4年度（2022)にかけて実施した定期点検と診断の結果
緊急対策や早期に対策が必要：　　　　 　7橋（22.6%） 

・対策区分Ⅳ(緊急対策が必要)：　 　　　0橋 

・対策区分Ⅲ(早期に対策が必要)：　　 　7橋

　　　　　　　　　　　　（Ⅲb：　2橋　Ⅲa：　5橋）

対策が当面不要あるいは対策が不要な橋　24橋（77.4%） 

・対策区分Ⅱ(早期の対策が望ましい)：　11橋

・対策区分Ⅰ（健全であり対策が不要）：13橋

（目的）
　上記背景から、今年度の長寿命化計画更新は、以下の項目に主眼をおいて実施しました。

①長寿命化およびコスト縮減
　予防保全型管理を主体にした前回計画を踏襲し長寿命化を図るとともに、維持管理費用の縮減を抑えて合理的な維持管理を行います。

②道路ネットワークの安全性・信頼性の確保

　橋梁点検や修繕を計画的に進め、事故などにつながる損傷を早期に発見するとともに、生活や一般交通に支障を及ぼさないよう橋梁

　を最適な状態に保ち、道路ネットワークの安全性、信頼性を確保します。

③維持管理の継続的な実施

　計画的な維持管理を行い、補修工事の早めの実施等により、橋梁等の構造物の健全化を図るとともに、計画や事業の執行状況を定期

　的に評価・見直しを行い、より効率的・効果的な維持管理計画を策定し、将来における維持管理に反映します。

　（維持管理計画→実施：点検・診断・修繕→事業評価→維持管理計画更新を継続的に実施）

3



２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針

（１）管理区分の設定

　前回（平成３０年度）の 大石田町橋梁長寿命化修繕計画での管理区分を踏襲します。

　現橋の健全性・利用状況、今後の維持管理性や維持管理費用縮減を考慮し、全31橋梁を2つの管理区分に分類、

　管理区分は、管理水準に応じて3つに分類しました。 

【管理区分】 

　　①予防保全型管理：予防保全的な対策により橋梁の長寿命化を図ります。 

    ②対症療法型管理：損傷が進行した損傷の補修を行うほか、止水・防水対策を行いできるだけ供用年数の延伸を

　　図ります。

    ③対症療法型管理：安全確保上 低限の対策を行い、損傷の進行状況を考慮し更新を行います。（計画的更新） 

　なお、架け替えに関しては、基本的に5年ごとの定見点検・診断結果により決定するものとし、中長期シミュレーションにおい

　ては、架け替えは考慮しません。

町道1級 町道2級 その他 合計

5橋 1橋 25橋 31橋

5橋 1橋 25橋 31橋
うちこれまでの計画策定橋梁数 5橋 1橋 25橋 31橋
うち令和5年度計画策定橋梁数 5橋 1橋 25橋 31橋

H３０全管理橋梁数(２ｍ以上)

うち計画の対象橋梁数

　・重要度の低い橋梁は対症療法型の管理を実施

　・上記を除く全ての橋梁について予防保全型管理を実施

◯大石田町長寿命化修繕計画の対象

ボックスカルバートを含む31橋を対象に修繕計画(点検計画含む)を策定
　・橋長5m以下の小規模橋梁は架け替えまたはﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄへの構造変更を検討

　・損傷が著しい橋は架け替えを検討

　・ボックスカルバート、冬期通行不可路線に架かる橋梁、ＲＣ橋は対症療法型の管理を実施
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  予防保全型橋梁の例（橋長100ｍ以上の橋梁）

　　　損傷を先送りとした場合、修繕費用が高額となること、通行規制による社会的影響が大きいことから、適切な管理を行う必要があります。

・No.26黒滝橋 （ＰＣ橋、Ｌ＝255.0ｍ、Ｗ＝9.25ｍ、1990年架設）

No.30　すいか橋 （ＰＣ橋、Ｌ＝179.30ｍ、Ｗ＝9.25ｍ、2000年架設）
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 (２）健全度の把握 

 【橋梁点検】 

○定期点検の実施 

・山形県橋梁点検要領に準じた近接目視点検を5年サイクルで実施します。 

 

○異常時点検の実施 

・地震や大雨など災害が発生した際に実施します。 

 

 【橋梁診断】 

   橋梁点検結果をもとに対策の必要性を適切に判断するため、対策区分に従い橋梁診断を専門家が実施します。

     （山形県県土整備部による技術的助言を受けて診断を実施）

 【記録とデータ活用】 

点検、診断、補修履歴等に関するデータは、『山形県道路メンテナンス統合データベースシステム（DBMY）』に

記録します。 

また、データの活用により、より効率的な維持管理について検討します。 

 

 (３） 日常的な維持管理の実施

○橋梁パトロール 

定期的な道路パトロールおよび、冬季閉鎖路線における融雪後（1年に1回程度）パトロール時には紙面の変状

　等を注意して確認することで安全を確保します。 

○路面の清掃 

　日常的な道路パトロールの際に路面に著しい植生や土砂の堆積がある場合は清掃を実施します。

○橋座面の土砂払い 

　支承周り（橋座面）の土砂払いについては、橋梁点検時に実施します。

 （４）  技術者（町職員、施工業者）の育成

○山形県等が主催する橋梁点検や補修に関する講習会等に参加し、橋梁の劣化損傷特性、点検手法、対策工法の

選定などの知識や見識を深め日常管理に役立てます。

○山形県が主催する補修工事に関する講習会に地元施工業者の積極的な参加を促し、補修工事の品質向上に供します。

表3-1 対策区分

内容

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し
く高く、緊急に措置を講ずべき状態

（補修では必要な安全性を確保出来ない橋）

Ⅲb 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講
ずべき状態。

Ⅲa 早期措置段階
道路橋としての構造安全性に問題はないが、主要部材の損傷
を助長する可能性、又は次回点検までに道路管理瑕疵が問わ
れる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から
措置を講ずることが望ましい状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じておらず、措置の必要がない状態

緊急措置段階

対策区分

Ⅳ
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　     　　点検、診断、修繕の橋梁マネジメントを定着化して、効率的かつ効果的な維持管理を実施します。
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４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用縮減に関する基本方針

　○これまでは、損傷が深刻化して大規模な修繕を実施する対症療法型の対応でしたが、定期点検や診断に基づく計画的

    な修繕により、ほとんどの橋が健全な状態であることを確認しました。

    今後も、損傷が深刻化する前に修繕を実施する予防保全型管理を主体に維持管理を行います。 

  ○橋面防水層の設置や伸縮装置の非排水化等、防水・止水対策を行うことにより、橋梁の長寿命化を図ります。

  ○高耐久性塗装（鋼部材）やコンクリート塗装、支承の金属溶射等、機能や効果を長い期間持続できる材料を使用し、

   塗り替え回数を減らすことにより修繕費用の縮減を図ります。

  ○損傷が著しいため、補修よりも架替または構造変更を行った方が経済的な橋や、そうすることにより、今後の維持管理

   費用を低減出来る型式の橋（橋長5m以下の小規模橋等）については、定期点検により損傷の状況を確認しながら更新の

   検討を行います。

　 ○昭平跨線橋及び黒瀧橋については、特に工事の必要性が高いことから、優先して補修維持を行います。

図4-1 対症療法から予防保全への転換のイメージ
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　 〇対策の優先度については、「山形県橋梁長寿命化総合マニュアル」の考え方に準拠します。

５．橋梁の集約化・撤去および新技術・新工法の適用に関する方針

　〇大石田町としては、これまでに橋梁の集約化・撤去について、1橋を対象に検討中であり、今後5年程度で1橋を撤去すること

　　 により、将来的な維持管理コストを12百万円程度縮減することを目指します。

　〇新技術・新工法の適用について、点検や補修工事に適用を検討し、工事費を縮減することを検討します。

　　 令和9年度までに2橋で新技術を活用し、2百万円程度工事費を縮減することを目指します。

　　

　〇山形新幹線上の跨線橋の点検調査において、非接触で地覆ひび割れの進捗状況を観測できる「光波測量器と高解像度カメ

　　 ラを組み合わせたシステム」の適用性について検討します。
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6．長寿命化修繕計画による効果

○令和元年度､令和3年度、令和4年度に実施した橋梁点検・診断に基づいて、中長期修繕計画シミュレー

    ションを実施し、これまでに記した長寿命化修繕計画に基づく計画的な対策を実施した場合、全橋梁を

    従来の「傷んでから治す管理（対症療法型管理）」を継続した場合、今後50年間で、事業費8.67億円に

    比べて、7.72億円となり縮減効果は、1.45億円（16.7%）が見込まれます。 

８．計画策定担当部署

（１）計画策定担当部署

　　　山形県 大石田町 建設課 

コスト縮減効果（50年間）
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